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≪令和 6 年度介護報酬改定の主な事項≫ 
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1．地域包括ケアシステムの深化・推進 
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2．自立支援・重度化防止に向けた対応 
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3.良質なサービスの効果的な提供に向けた働きやすい職場づくり 
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（その他）．基本報酬の改定 

 

 
 

 

 



24 

 

 



25 

 

 



26 

 

 
 

  



27 

 

 



28 

 

 



29 

 

 



30 

 

 

 

 



31 

 

 
 



32 

 

 

 



33 

 

 

 



34 

 

 

 
 



35 

 

 

 



36 

 

 

 



37 

 

 

 



38 

 

 



39 

 

 

≪介護保険負担限度額認定について≫ 

 

 本人や配偶者が課税であったり資産の額が一定額を超えたり、明らかに要件を満

たさない方であるにも関わらず、要件についてのご案内を受けずに申請をして、非該

当となる方が散見されます。 

 介護保険負担限度額認定の要件を再度ご確認の上、ご案内いただきますよう、ご協

力をお願いいたします。 

 

＜介護保険負担限度額認定の要件＞ 

 
① ：利用者本人を含む世帯全員（別世帯の配偶者を含む）が住民税非課税である 

 

② ：所得金額及び預貯金等の資産の額が一定額以下である 

 

 

※ 課税であった配偶者が逝去し要件を満たすようになった場合等、本人、配偶者

や世帯員の方の状況の変化によって、要件を満たすようになった際には、申請勧奨す

るなど、必要に応じて制度のご案内をお願いいたします。 

介護保険負担限度額認定の要件を再度ご確認の上、ご案内いただきますよう、ご協力

をお願いいたします。 
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【介護保険負担限度額認定について】   

施設サービスやショートステイでの食費・居住費は全額自己負担が原則ですが、要件を満たし、介護保

険負担限度額認定を受けたかた（※申請が必要です）は、食費・居住費の負担額が減額されます。 

１ 対象となるサービスは？  

①施設サービス・・・特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院・介護療養型医療施設 

  ②ショートステイ・・・（介護予防）短期入所生活介護・（介護予防）短期入所療養介護 

  ③地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・・・地域密着型特別養護老人ホーム 

   ※負担限度額認定制度を一部、または全部利用できない施設があります。詳しくは各施設へお問い合わせください。 

２ 対象となる人は？  

要件①：利用者本人を含む世帯全員（別世帯の配偶者を含む）が住民税非課税である 

 要件②：所得金額及び預貯金等の資産の額が一定額以下である（下記表のとおり） 

所得段階 所得要件 資産要件 

第 1 段階 老齢福祉年金を受給のかた 
単身 1,000 万円以下 

夫婦 2,000 万円以下 

第 2 段階 
収入額が 80 万円以下のかた 

【収入額】合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金（遺族年金・障害年金） 

単身 650 万円以下 

夫婦 1,650 万円以下 

第 3 段階① 
収入額が 80 万円超 120 万円以下のかた 

【収入額】合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金（遺族年金・障害年金） 

単身 550 万円以下 

夫婦 1,550 万円以下 

第 3 段階② 
収入額が 120 万円超のかた 

【収入額】合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金（遺族年金・障害年金） 

単身 500 万円以下 

夫婦 1,500 万円以下 

※65 歳未満（２号被保険者）のかたの資産要件は単身 1,000 万円（夫婦 2,000 万円）です。 
※課税世帯のかたでも、高齢夫婦世帯などにおいて一方のかたが施設に入所し、食費・居住費を負担した結果生計困難になるなど、下記の６つの要件を全て満たす場合は、特例的に第３段階の

負担軽減を受けることができます。（申請が必要です。詳しくはご相談ください。） 

①２人以上の世帯のかた（別世帯に配偶者がいる場合や施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなす。②～⑥において同じ。）、②介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉

施設に入所し、食費・居住費について全額自己負担している、③世帯の年間収入から施設の利用者負担の見込み額を除いた額が８０万円以下、④世帯の現金・預貯金等の額が４５０万円以下、

⑤世帯が日常生活に必要な資産以外に利用し得る資産を有していない、⑥世帯全員が介護保険料を滞納していない 

３ 基準費用額と負担限度額  
 

居住費と食費には、基準費用額と第１～３段階②の負担限度額が設けられています。負担限度額認定を受け

た場合は、自己負担は負担限度額の範囲内の金額になり、基準費用額と負担限度額の差額を介護保険が負担

します。 

●１日当たりの居住費・食費 

利用者負担 

段階 

１日当たりの居住費 １日当たりの食費 

ユニット型 

個室 

ユニット型 

個室的多床室 

従来型個室 

(特養) 

従来型個室 

(老健) 

（介護医療院） 

多床室 

(特養) 

多床室 

(老健) 

（介護医療院） 

施設入所 ｼｮｰﾄｽﾃｲ 

第１段階 820 円 490 円 320 円 490 円 0 円 0 円 300 円 300 円 

第２段階 820 円 490 円 420 円 490 円 370 円 370 円 390 円 600 円 

第３段階① 1,310 円 1,310 円 820 円 1,310 円 370 円 370 円 650 円 1,000 円 

第３段階② 1,310 円 1,310 円 820 円 1,310 円 370 円 370 円 1,360 円 1,300 円 

基準費用額 2,006 円 1,668 円 1,171 円 1,668 円 855 円 377 円 1,445 円 1,445 円 

 



41 

 

４ 認定の申請方法  

① 申請書および同意書に必要事項を記入します。 

②資産を確認するための書類をそろえてください。 

  以下の表のうち確認対象となる資産をお持ちのかたは、申請書にもれなく記入するとともに、金額を確認する

ための書類を必ず提出してください。 

  ※生活保護を受給しているかたは、申請書中の収入・預貯金等に関する申告欄への記入及び確認書類の提出は不要です。 

 

 

③佐倉市役所 介護保険課窓口へ提出します（郵送可）。 

  

 

 

  

   

 

５ 申請から決定まで  

 

申請後、通常（※）２週間程度で決定通知書を郵送します。負担限度額の対象となる方は、負担限度額認定証

も郵送します。 
 

① 内容を確認してください。 

証には、食費と居住費の負担限度額が記載されています。証の有効期間は、通常、申請日の属する月の初

日から開始し、申請日以後最初に到来する７月３１日までとなります。 
 

② 対象となるサービス利用時に認定証を施設に提示します。 

負担限度額の範囲内の自己負担になります。 

 

 

 

 

資産の種類 対象か否か 提出書類

預貯金（普通・定期） ○
通帳の写し
（インターネットバンクは口座残高
ページの写し）

有価証券（株式・国債・地方債・社債な
ど） ○

証券会社や銀行の口座残高の写し
（ウェブサイトの写しも可）

金・銀（積立購入を含む）など、購入先
の口座残高によって時価評価額が容易に
把握できる貴金属

○ 購入先の口座残高の写し

投資信託 ○
銀行、信託銀行、証券会社等の口
座残高の写し
（ウェブサイトの写しも可）

タンス預金（現金） ○ ※申請書への記入のみ

負債（借入金・住宅ローンなど） ○ 借用証書などの写し

生命保険 ×

自動車 ×

腕時計・宝石など、時価評価額の把握が難
しい貴金属 ×

絵画・骨董品・家財などその他高価な価値
のあるもの ×

申告および確認書類の提出は不要

写しは、申請日の直近か

ら２か月以内の時点のも

のをご用意ください。 

 

通帳の写しは①表紙を

めくったページ（銀行名・

支店・口座番号・名義の

分かる部分）と、②最終

の残高が分かる部分と、

③〔年金受取口座のみ〕

年金振込記録のある部分

が必要です。 

 
 

夫婦（世帯外の配偶者、

内縁関係のかたを含む）

の場合は、申請書にお二

人の資産合計額を記入

し、お二人分の確認書類

を提出してください。 

 

 〒285-8501 

千葉県佐倉市海隣寺町 97 番地 

 佐倉市役所 介護保険課 介護給付班 

 電話：043－484－6174 

 

 

 

～必ず提出する書類～ 

提出前に、もれが無いか再度確認してください 

□ 申請書・同意書（申請書の裏面） 

□ 資産等の確認書類 

【問合せ・送付先】   郵送の場合、切り取って宛名としてご利用いただけます 

※ 以下に当てはまる場合は発送が遅くなることがあります。 
・介護認定がまだ出ていない場合      
・本人または家族に他市区町村からの転入者がいる場合 
・遺族年金や障害年金を受給している場合 ・他市区町村に配偶者が居住している場合  
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≪運営推進会議について≫ 

 

〇運営推進会議の目的 

運営推進会議は、地域密着型サービス事業所が、利用者、市町村職員、地域住民の

代表者等に対し、提供しているサービスの内容等を明らかにすることにより、 

地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質を確保することを目的として

設置するものです。 

事業者が自らの運営やサービス提供の方針、日々の活動内容（提供しているサービ

スの内容、提供回数、行事、事故報告等）を報告し、評価を受けるとともに必要な要

望、助言等を聴く機会となっています。 
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〇開催頻度 

サービス種別 開催頻度 

認知症対応型共同生活介護 おおむね 2 か月に 1 回以上 

地域密着型特定施設入所者生活介護 おおむね 2 か月に 1 回以上 

小規模多機能型居宅介護 おおむね 2 か月に 1 回以上 

看護小規模多機能型居宅介護 おおむね 2 か月に 1 回以上 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 おおむね 2 か月に 1 回以上 

 

〇市役所職員参加については、おおむね 1 年に 1 回が目安になります。 

〇２月中旬に R６年度開催日程についてアンケートを送付いたします。回答をお願い致します。 

締め切り：３月上旬予定   

〇会議の内容 

日常のサービス提供内容や提供実績、行事等 

利用者（登録者）の数、年齢、要介護度等の状況 

事故やヒヤリハットの報告（発生状況や再発防止策等） 

利用者の健康管理に係る取組の報告（熱中症や感染症等の予防策） 

非常災害対策の取組の報告（消防計画、避難訓練の実施状況） 

地域との連携に関する報告（地域行事への参加、地域住民の事業所行事への参加、防災訓練への

相互参加、異年齢交流、ボランティアの受入等） 
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≪電子申請届出システムデモ環境≫ 

 

 



45 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 
 


